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(57)【要約】
【課題】屋根等の排水溝を伝って集められた雨水に含ま
れるゴミが縦樋の上方で詰まることなく地表付近に集積
し除去できる、メンテナンスしやすい排水構造を提供す
る。
【解決手段】建築物の陸屋根スラブ３または屋外床の排
水溝７に面して角形のドレン開口１１を設けると共に、
ドレン開口１１から、陸屋根スラブ３の外縁に設けられ
たパラペット５の外側に断面角形のドレン本体６を引き
出し、引き出されたドレン本体６の端部を構成する角ダ
クト２３は、円形パイプで構成された縦樋８の上部開口
端から縦樋内に入り込む様にする。地表付近における縦
樋８の側面をほぼ半周に渡って切り取る様にした側面開
口部１５が設けられており、縦樋８の内部には開口部１
５より低い位置にゴミの落下を防ぐ金網１８が設けられ
ている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陸屋根または屋外床の排水溝の雨水を、当該排水溝に開口させたドレンにて集水し、壁
面外部に沿って設置された縦樋を介して排水するための排水構造であって、以下の構成を
備えていることを特徴とする建築物の排水構造。
（１）前記ドレンは、角形のドレン開口を備えると共に前記縦樋と接続するための角ダク
トを備え、前記縦樋は円形パイプによって構成されていること。
（２）前記角ダクトは、前記縦樋の内径よりも小さい寸法に形成され、前記ドレン開口と
前記縦樋との間にトラップを形成しない様に取り回されると共に、前記縦樋の上端から当
該縦樋内に挿入する様にして取り付けられていること。
（３）前記ドレン開口にはストレーナ部材を設置せず、前記縦樋の内部であって、地上に
立っている人が落ち葉除去作業を実行できる高さにストレーナ部材を設置したこと。
【請求項２】
　さらに、以下の構成をも備えたことを特徴とする請求項１記載の建築物の排水構造。
（４）前記縦樋側面の前記ストレーナ部材の設置箇所の上方に、地上に立っている人が前
記ストレーナ部材を除き見ることができると共に手を差し入れることのできる高さ及び寸
法の側面開口部が形成されると共に、前記ストレーナ部材は、前記側面開口部を経由して
出し入れできる寸法を有し、前記側面開口部の下端より所定距離下方に下がった位置に着
脱可能に設置されていること。
【請求項３】
　さらに、以下の構成をも備えたことを特徴とする請求項２記載の建築物の排水構造。
（５）前記側面開口は、前記縦樋の側面をほぼ半周に渡って切り取ることによって開放状
態に形成されていること。
【請求項４】
　さらに、以下の構成をも備えたことを特徴とする請求項２～４のいずれかに記載の建築
物の排水構造。
（６）前記ドレン開口と前記角ダクト上端との間に、周壁が台形状平面によって構成され
、前記ドレン開口から前記角ダクトへと開口面積を徐々に小さくする角形ファンネルが備
えられていること。
【請求項５】
　さらに、以下の構成をも備えたことを特徴とする請求項４記載の建築物の排水構造。
（７）前記ドレン開口を水平方向に開口させると共に、前記角形ファンネルを前記ドレン
開口の開口底縁と前記角ダクトの上端とを水平若しくは下り傾斜となる様に接続すること
により、横引きドレン構造とされていること。
【請求項６】
　さらに、以下の構成をも備えたことを特徴とする請求項５記載の建築物の排水構造。
（８）設置対象が周囲にパラペットを備えた陸屋根であり、前記排水溝は該陸屋根のパラ
ペットの下端付近に形成され、前記ドレン開口は、前記パラペットの下部に前記排水溝の
底と開口底縁とを高さ方向にほぼ一致させる様に取り付けられ、前記角形ファンネルは、
前記パラペットを貫通する様に取り付けられ、前記縦樋は前記角形ファンネルの突出位置
のほぼ真下に位置する様に設置され、前記角ダクトを真上から挿入されていること。
【請求項７】
　建築物に降った雨水を壁面外部に沿って設置された縦樋を介して排水するための排水構
造であって、以下の構成を備えていることを特徴とする建築物の排水構造。
（１１）前記縦樋は円形パイプによって構成されると共に、上端開口から内部へと角ダク
トを挿入され、該角ダクトの上端側に備えた角形のドレン開口を、軒樋又は谷樋の底面に
設置したこと。
（１２）前記ドレン開口にはストレーナ部材を設置せず、前記縦樋の内部であって、地上
に立っている人が落ち葉除去作業を実行できる高さにストレーナ部材を設置したこと。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物に降ってきた雨の排水に適した排水構造に係り、特に、落ち葉などに
よる漏水を生じさせない排水構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、陸屋根、ルーフバルコニー等の露天のスラブに降ってきた雨は、排水溝を伝って
ルーフドレンに集められた後、呼び樋、集水器（じょうご）を経由して、外壁に沿って垂
直に延びる縦樋を通り、排水される構成が一般的となっている（特許文献１。図８（Ａ）
参照。）。
【０００３】
　ルーフドレインには、屋根やベランダに落ちてきた枯れ葉、砂、鳥の羽根を含むゴミな
どが雨水とともに縦樋に流入して詰まらない様に櫛状や網状のストレーナが配されている
ことが多いが（特許文献２。図８（Ｂ）参照。）、少しメンテナンスを怠ると、このスト
レーナが目詰まりして雨水をせき止め、排水溝から水がオーバーフローする現象が起こる
。斯かる現象は、特に陸屋根の構造物において、屋上から建物の内部に雨水が浸入する原
因の１つとなっており深刻な問題である。
【０００４】
　雨漏りを防ぐためには、定期的に屋根に上がって排水溝を掃除し、ストレーナの目詰ま
りを除去する必要があるが、高所での清掃作業は非常に危険であり、とても素人の手に負
えるものではなく、作業者にかなりのストレスになっている。
【０００５】
　そこで、ルーフドレインのストレーナを廃止して、縦樋の下部に斜めに傾斜した網を取
り付け、この網に沿って斜め下方に落下したゴミを集積するゴミ集積部を設け、ゴミ集積
部の上蓋を開けてゴミを取り除く構造の提案がなされている（特許文献３。図８（Ｃ）参
照。）。同様に軒樋においても上部のストレーナを廃止して縦樋の下部でゴミを受けるタ
イプの排水構造も種々提案されている（特許文献４。図８（Ｄ）参照。，特許文献５。図
８（Ｅ）参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１９３９８９号公報（図４）
【特許文献２】特開２００３－０１３５６５号公報（図３）
【特許文献３】実用新案登録第３０６２２５９号公報（図２，図３）
【特許文献４】実開平７－３８３７４号公報（図１）
【特許文献５】特許第３２９３０５８号公報（図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献３の技術は、屋根の目皿を取り外しておくことで落ち葉は下部のゴミ集積部へ
と落とすことができるが、掃除を怠ると屋根上に雨水が溢れてしまう可能性がある。特許
文献４の技術においても掃除を怠ると軒樋から雨水が溢れるという問題がある。特許文献
５の技術は、縦樋が途中で途切れているからこうした問題は回避できる変わりに、落ち葉
の散乱の問題や、ドーム状のストレーナの上面に落ち葉が貼り付いてしまい雨水が周囲に
飛び散るという問題が生じ得る。
【０００８】
　また、特許文献３，５の技術は、縦樋に大きなゴミ集積部を出っ張らせたり、ドーム状
ストレーナを設置するため、縦樋の占有面積が大きくなって建築物の外観を損なうという
問題もある。
【０００９】
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　そこで、本発明は、落ち葉によって雨水の排水が不良となることなく、見た目も損なわ
ず、地上作業で落ち葉を容易に除去することのできるメンテナンス容易な排水構造を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するためになされた本発明の建築物の排水構造は、陸屋根または屋外床
の排水溝の雨水を、当該排水溝に開口させたドレン口にて集水し、壁面外部に沿って設置
された縦樋を介して排水するための排水構造であって、以下の構成を備えていることを特
徴とする。
（１）前記ドレンは、角形のドレン開口を備えると共に前記縦樋と接続するための角ダク
トを備え、前記縦樋は円形パイプによって構成されていること。
（２）前記角ダクトは、前記縦樋の内径よりも小さい寸法に形成され、前記ドレン開口と
前記縦樋との間にトラップを形成しない様に取り回されると共に、前記縦樋の上端から当
該縦樋内に挿入する様にして取り付けられていること。
（３）前記ドレン開口にはストレーナ部材を設置せず、前記縦樋の内部であって、地上に
立っている人が落ち葉除去作業を実行できる高さにストレーナ部材を設置したこと。
【００１１】
　本発明の建築物の排水構造によれば、ドレン開口にはストレーナ部材を設置しないから
、陸屋根等に落ちた落ち葉がドレン開口を塞いでしまうことがなく、雨水が屋根の上面に
溢れることがない。また、角ダクトはトラップ（雨水溜まり）を形成しない様に取り回さ
れているから、角ダクト内に落ち葉がたまってしまうこともなく、角ダクトは縦樋の内側
に挿入されているから、縦樋との接続部分に内側へ飛び出す段差は形成されず、落ち葉が
縦樋の上部に引っ掛かって詰まるということもない。そして、落ち葉はドレン開口から流
入し、角ダクトを通じて縦樋の内部へと落ち込み、下部のストレーナ部材によって受け止
められる。縦樋は円形であるから角ダクトの外面と縦樋の内面との間には角ダクトの各側
面の外側に円弧状の隙間が形成される。従って、仮に落ち葉除去を怠ったとしても、雨水
は縦樋上部から溢れ出すだけで陸屋根や屋外床へと溢れ出すことはない。なお、縦樋にお
いて、ストレーナ部材の上部に開閉扉を設けたり、ストレーナ部材毎引き出すことのでき
る引き出し構造を設けるなどすることにより、落ち葉除去を容易に実行することができる
。
【００１２】
　ここで、本発明の建築物の排水構造にあっては、さらに、以下の構成をも備えるとよい
。
（４）前記縦樋側面の前記ストレーナ部材の設置箇所の上方に、地上に立っている人が前
記ストレーナ部材を除き見ることができると共に手を差し入れることのできる高さ及び寸
法の側面開口部が形成されると共に、前記ストレーナ部材は、前記側面開口部を経由して
出し入れできる寸法を有し、前記側面開口部の下端より所定距離下方に下がった位置に着
脱可能に設置されていること。
【００１３】
　この場合、さらに、以下の構成をも備えるとよい。
（５）前記側面開口は、前記縦樋の側面をほぼ半周に渡って切り取ることによって開放状
態に形成されていること。
【００１４】
　側面開口部を介して、地上に立っている人が内部下方を除き見ることができ、落ち葉が
たまっていればこれを容易に発見することができる。また、この開口部は人が手を差し入
れることができる寸法であるから、ストレーナ部材の上にたまった落ち葉を容易に取り除
くことができる。加えて、仮に落ち葉の除去を忘れたとしても、側面開口部を開放状態と
しておけば、雨水はこの側面開口部から外へ流れ出し、ドレン開口から溢れることはない
。そして、特許文献１の様な大きな出っ張りを縦樋に形成しなくてよいから、外観も損な
わないし、ストレーナ部材は開口部の下端より所定距離下方に下がっているから、落ち葉
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が直ちに周囲に散乱することがない。逆に、こうした落ち葉がストレーナ部材の上に溜ま
る構造でありかつ側面開口部を開放させているから、側面開口部から水が溢れ、落ち葉除
去のタイミングを知らせるのにも役立つ。
【００１５】
　ここで、これら本発明の建築物の排水構造にあっては、さらに、以下の構成をも備える
とよい。
（６）前記ドレン開口と前記角ダクト上端との間に、周壁が台形状平面によって構成され
、前記ドレン開口から前記角ダクトへと開口面積を徐々に小さくする角形ファンネルが備
えられていること。
【００１６】
　ドレン開口を大きくして落ち葉を受け入れ易くすることができると共に、縦樋内に挿入
できる様な外形寸法とした角ダクトとの間を角形ファンネルがスムーズに連結し、落ち葉
を引っ掛かることなく角ダクトへと導くことができる。
【００１７】
　この場合、さらに、以下の構成をも備えるとよい。
（７）前記ドレン開口を水平方向に開口させると共に、前記角形ファンネルを前記ドレン
開口の開口底縁と前記角ダクトの上端とを水平若しくは下り傾斜となる様に接続すること
により、横引きドレン構造とされていること。
【００１８】
　横引きドレン構造とすることにより、排水溝の溝幅を大きくすることなく大開口のドレ
ンを設けることができる。また、ドレン開口が角形でその開口底縁と角ダクトの上端とを
水平若しくは下り傾斜となる様に角形ファンネルで接続するから、ドレン開口の縁に落ち
葉が引っ掛かり難く、排水溝からドレン開口への雨水の流れが良好となる。また、横引き
ドレン構造とすることで陸屋根やルーフバルコニーなどに孔を開けなくてよく、その下の
居室等への漏水の危険をなくすることにも繋がる。
【００１９】
　この場合、さらに、以下の構成をも備えるとよい。
（８）設置対象が周囲にパラペットを備えた陸屋根であり、前記排水溝は該陸屋根のパラ
ペットの下端付近に形成され、前記ドレン開口は、前記パラペットの下部に前記排水溝の
底と開口底縁とを高さ方向にほぼ一致させる様に取り付けられ、前記角形ファンネルは、
前記パラペットを貫通する様に取り付けられ、前記縦樋は前記角形ファンネルの突出位置
のほぼ真下に位置する様に設置され、前記角ダクトを真上から挿入されていること。
【００２０】
　角形ファンネルでパラペットを貫通する横引きドレン構造とすることにより、角ダクト
は縦樋と一直線になる様に真下へ垂らす様に設置すればよく、単純形状に形成することが
でき、落ち葉が詰まりにくく、外観上もすっきりしたものとなる。
【００２１】
　さらに、他の形態として上記目的を達成するためになされた本発明の建築物の排水構造
は、建築物に降った雨水を壁面外部に沿って設置された縦樋を介して排水するための排水
構造であって、以下の構成を備えていることを特徴とする。
（１１）前記縦樋は円形パイプによって構成されると共に、上端開口から内部へと角ダク
トを挿入され、該角ダクトの上端側に備えた角形のドレン開口を、軒樋又は谷樋の底面に
設置したこと。
（１２）前記ドレン開口にはストレーナ部材を設置せず、前記縦樋の内部であって、地上
に立っている人が落ち葉除去作業を実行できる高さにストレーナ部材を設置したこと。
【００２２】
　陸屋根や屋外床について説明したのと同様、軒樋や谷樋においても、仮に落ち葉除去作
業を怠った場合、軒樋や谷樋より下に位置する縦樋の上端から雨水が溢れ出すだけとなる
。従って、屋根の下を歩いている人の頭上に軒樋や谷樋から雨水が落ちてきて下を歩く人
が不用意に身体を濡らしてしまうということがない。
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【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、排水溝のドレン口に落ち葉が集積して雨水の排水が不良となることが
なく、見た目も損なわず、地上作業で落ち葉を容易に除去することができるメンテナンス
容易な排水構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施例１の陸屋根排水構造の断面図である（図２のＡ－Ａ’断面図）。
【図２】実施例１で用いた排水装置の分解斜視図である。
【図３】実施例１の陸屋根排水構造のＢ－Ｂ’断面図である。
【図４】実施例２のバルコニー排水構造の断面図である。
【図５】実施例３の陸屋根排水構造の断面図である。
【図６】実施例４の陸屋根排水構造の断面図である。
【図７】実施例５の谷樋排水構造を示し、（Ａ）は斜視図、（Ｂ）は断面図である。
【図８】従来技術の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明を実施するための形態について実施例で説明する。
【実施例１】
【００２６】
　実施例１は、図１に示す様に、陸屋根の排水構造１に関するものであって、陸屋根スラ
ブ３の外縁に沿ってパラペット５が設けられ、パラペット５の内側直下には、排水溝７が
設けられている。陸屋根スラブ３は、排水溝７に向かって緩やかな下り勾配を有しており
、パラペット５の上面は、パラペット５内側に傾斜した笠木９で覆われている。これによ
り、陸屋根スラブ３に降ってきた雨は、排水溝７に向かって流れ、パラペット５上に降っ
てきた雨は、笠木９から排水溝７側に落ちる様になっている。パラペット５の内側面には
、排水溝７に面してドレン開口１１が設けられ、ゴミを含む雨水は、ドレン開口１１から
排水装置２によってパラペット５の外側に抜けて地表付近まで流下する様になっている。
【００２７】
　排水装置２は、角形フレーム４、ドレン本体６、縦樋８から構成されている。
【００２８】
　角形フレーム４は、四角形の額縁状で、図１に示す様に、ドレン開口１１の周縁を取り
囲むように排水溝７に面して据え付けられている。
【００２９】
　ドレン本体６は、図２に示す様に、雨水の流入口および流出口を備えた角形ファンネル
２１と、角形ファンネル２１の流出口に連結される角ダクト２３とから構成されている。
【００３０】
　角形ファンネル２１は、ドレン開口１１を画定する流入口が角形で広く、流入口を画定
する面と平行な面で切断した断面は、流出口に向かうにつれ、流入口と相似の断面形状を
保ちながら断面積が徐々に小さくなった断面角形のファンネル形状となっている。角形フ
ァンネル２１は、パラペット５を形成すべき型枠内に、流入口をドレン開口１１側に向け
て、なおかつ流入口に比べて流出口がやや低くなる様に予め配置しておき、型枠内にコン
クリートを流し込むことで、図１に示す様に、パラペット５内を貫通する横引きドレイン
を形成している。
【００３１】
　角形ファンネル２１は、流入口において外開きのフランジ２２を有しており、フランジ
２２は、角形フレーム４と重なる大きさを有している。角形ファンネル２１のフランジ２
２および角形フレーム４の四隅には、それぞれねじ切りされた貫通孔２５，２７が形成さ
れており、貫通孔２５に挿通されるボルト２９とナットとにより両者は締結固定される。
角形ファンネル２１のフランジ２２と角形フレーム４との間には、図１および図３に示す
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様に、パラペット５の内側面および陸屋根スラブ３を覆う防水シート１０が挟み込まれて
おり、パラペット５と角形ファンネル２１との隙間または陸屋根スラブ３と角形ファンネ
ル２１との隙間からの雨水侵入を防止している。
【００３２】
　角ダクト２３は、両端が開口した角筒形状であり、角形ファンネル２１の流出口と同一
の断面形状および同一断面積を保ちながら、鉛直下方に向けて湾曲している。角形ファン
ネル２１および角ダクト２３は共にステンレス製であり、パラペット５の敷設後、溶接に
より継ぎ合わせることができる。
　本明細書において、「断面」とは、特に断らない限り、雨水の流れる方向に対して垂直
な断面を意味する。
【００３３】
　縦樋８は、図２に示す様に、円筒形状のパイプであって、鉛直上向きに解放された開口
端（上部開口端）から、鉛直下方に湾曲したドレン本体６の角ダクト２３の下端を内側に
差し入れる様にして収容している。図３に示す様に、縦樋８に収容された角ダクト２３と
縦樋８の内壁との間には、両者の断面形状の違いにより、一定の隙間１３が形成される。
縦樋８は、図１に示す様に、建築物の外壁１７に沿って鉛直下方に延びているが、その所
々で、図２に示すパイプ用固定金具１２により、建築物の外壁１７に固定されている。な
お、本実施形態では縦樋８として、塩化ビニル管を採用している。
【００３４】
　地表付近における縦樋８の側面は、縦樋８の長手方向に対して垂直な断面が半円形にな
る様にほぼ半周に渡って切り取られて側面開口部１５を形成しており、地上に立っている
人が側面開口部１５から縦樋８内部におけるゴミの集積状況を視認できる様に高さが設定
されている。なお、側面開口部１５の幅は、人が手を差し入れることができる寸法となっ
ている。
【００３５】
　縦樋８内壁の側面開口部１５下端より低い一定の高さには、等間隔で４箇所、突起１６
が設けられており、突起１６の上面に支持される様にステンレス製の金網（ストレーナ部
材）１８が載せられている。これにより、降雨があった場合、縦樋８を流れてきたゴミを
金網１８が堰き止めつつ雨水を流下させる様になっている。金網１８上にゴミが集積して
いることが開口部１５から確認されたら、集積したゴミを炭バサミ等で摘まんで除去すれ
ばよいが、金網１８は着脱可能であるので金網１８ごと取り出すこともできる。
　縦樋８に開口部１５が設けられている「地表付近」とは、地上において人間が目視可能
で手に届く高さを意味する。また、実施例では縦樋８として１０８φの塩ビ管を用いてい
るので、ほぼ半周に渡って切り取られた側面開口部１５から人が手を差し入れることが可
能となっている。
【００３６】
　以上に説明した様に、本実施例の排水構造１によれば、ドレン開口１１から角ダクト６
を経由して縦樋８まで、ゴミの引っかかりが生ずる箇所はなく、縦樋８に沿ってスムース
にゴミを流下させ、金網１８の上に集積させることができる。また、本実施例の排水構造
１によれば、角ダクト２３と縦樋８との間に集水器等の連結部材は不要となり、部品点数
を削減することができる。さらに、部材間の位置合わせも容易となる。加えて、地下に貯
水タンクを設けて雨水を利用する場合でも、貯水タンクからあふれた水は縦樋８の上部ま
で達することなく、縦樋８側面に設けた側面開口部１５からオーバーフローするので、雨
水が屋根部分であふれることも防げる。仮に、側面開口部１５に開閉扉を備えさせた場合
も、縦樋８の上部の隙間１３から溢れるだけなので、屋根部分へと溢れ出すことはない。
【実施例２】
【００３７】
　実施例２は、排水装置２が、角形フレーム４、角形のドレン本体６、縦樋８から構成さ
れている点で実施例１と共通しているが、実施例１と異なるのは、図４に示す様に、バル
コニーの排水構造３１である点、ドレン開口１１が、手摺壁３５の内側直下に形成された
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排水溝７の底面に設けられている点、ドレン本体６は、バルコニー床面３３を貫通して軒
天３４の下方に引き出され、縦引きドレインを形成している点、および、軒天３４の下方
に引き出された角ダクト２３は、建築物の外壁面３７に向かって湾曲し、さらに外壁面３
７に沿って鉛直下方に湾曲させる様に取り回されて縦樋８の上部開口端から縦樋８の内部
に入り込んでいる点である。なお、図示の様に、角ダクト２３の途中にトラップが形成さ
れない様な取り回し方法をとっている。
【００３８】
　この実施例２の排水構造３１によれば、実施例１と同様の効果を奏すると共に、ゴミを
含む雨水が、ドレン開口の位置から重力にしたがって自然落下させることができる。
【実施例３】
【００３９】
　実施例３は、排水装置２が、角形フレーム４、角形のダクト本体６、縦樋８から構成さ
れている陸屋根の排水構造４１である点で実施例１と共通しているが、実施例１と異なる
のは、図５に示す様に、ドレン開口１１が、パラペット５の内側直下に形成された排水溝
７の底面に設けられている点、ダクト本体６の角形テーパ部２１がファンネル形状を有し
ておらず、一定の断面形状および断面積を有している点、ならびに、ダクト本体６が、パ
ラペット５の壁面を貫通することなく、一旦縦引きされた後、建築物の外壁１７の外側に
引き出されている点である。
【００４０】
　この実施例３の排水構造４１によれば、実施例１と同様の効果を奏すると共に、ゴミを
含む雨水が、ドレン口の位置から重力にしたがって自然落下させることができる。
【実施例４】
【００４１】
　実施例４は、実施例１とほぼ同様であるが、角形フレーム５１の下縁５２をファンネル
側に折り曲げた形状とし、角形ファンネル５３の底面５４を段付き形状として底面側のフ
ランジをなくしたものを用いることにより、排水溝７の底と角形開口１１の底を一致させ
たものである。これにより、落ち葉が排水溝７に留まりにくくなる。
【実施例５】
【００４２】
　実施例５は、陸屋根等ではなく谷樋６１からの雨水排水のためのものである。対象が谷
樋６１となる結果、実施例２，３と同様に、縦引きドレン構造となり、谷樋６１の端部底
面に上向きに開口する様に角形のドレン開口６２を設置し、必用に応じて若干屈曲させる
様に角ダクト６３を縦樋６４の上端開口から縦樋内に挿入する。縦樋６４には実施例１と
同じく側面開口６５と金網６６が備えられている。
【００４３】
　以上、本発明の実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限られるもので
はなく、その要旨を逸脱しない範囲内においてさらに種々の形態で実施することができる
。
【００４４】
　例えば、バルコニーについて説明した排水構造として、実施例１と同様に横引きドレン
を備える様にしてもよい。また、谷樋について説明した排水構造を軒樋に設置してもよい
。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　陸屋根、ユーフバルコニー、ベランダ、集合住宅の外廊下、谷樋や軒樋等の排水構造に
利用することができる。
【符号の説明】
【００４６】
　１，４１・・・陸屋根の排水構造、２・・・排水装置、３・・・陸屋根スラブ、４・・
・角形フレーム、５・・・パラペット、６・・・ドレン本体、７・・・排水溝、８・・・
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縦樋、９，３９・・・笠木、１０・・・防水シート、１１・・・ドレン開口、１２・・・
パイプ用固定金具、１３・・・隙間、１５・・・側面開口部、１６・・・突起、１７・・
・外壁、１８・・・金網（ストレーナ部材）、２１・・・角形ファンネル、２２・・・フ
ランジ、２３・・・角ダクト、２５，２７・・・貫通孔、２９・・・ボルト、３１・・・
バルコニーの排水構造、３３・・・バルコニー床面、３４・・・軒天、３５・・・手摺壁
、３７・・・建築物の壁面、５１・・・角形フレーム、５２・・・下縁、５３・・・角形
ファンネル、５４・・・底面、谷樋６１、６２・・・ドレン開口、６３・・・角ダクト、
６４・・・縦樋、６５・・・側面開口、６６・・・金網。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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